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要望１  コロナ禍の長期化に伴う強力な支援について（継続） 

新型コロナウイルス感染症（以降、新型コロナ）は、世界経済のみならず、わが国の経済にも甚大

な影響をもたらしており、大津市内の経済活動にも、未だかつてないマイナスの影響をもたらして

います。 

現在も新型コロナ終息の目処が立たず、大津市内で事業を営む中小企業・小規模事業者の経営者

を取り巻く環境が深刻化し、地域経済は依然として厳しい事業環境での経営が強いられており、疲

弊度を増している状況です。 

帝国データバンクによる調査結果により、滋賀県では以下の特徴がみられます。 

①令和２年に休廃業・解散した件数は 409件で、同時期における倒産の約 5.8倍。  

②業歴別では、10年以下（構成比 22.6％）が最多。対前比で構成比は 3.4 ポイント増加。しかし、

全国や近畿平均よりも構成比は低い。 

③代表者年代別では 70代（構成比 34.2％）が最多。構成比は直近５年では最高。 

④滋賀県企業の後継者不在率は 69.3％（全国９位）と高位。 

これらの結果から、滋賀県では事業承継を終えて間もない企業が相当数存在しており、代表者が

高齢化してもなお、後継者が決まらない企業がコロナ禍という危機的状況に直面し、休廃業・解散を

選択する傾向が強まったことが読み取れます。当所としても、コロナ禍の影響が長引くことで、さら

に事業継続をあきらめるマインドが強まることを懸念しています。 

つきましては、以下について要望します。 

 

１．コロナ禍の影響による税金の減免措置の継続と長期的な猶予について 

昨年度の国や県の支援策は、新型コロナ関連の融資による資金繰りが中心であり、大津市におい

ても固定資産税の減免措置により、市内の中小企業・小規模事業は手元資金を確保することができ

ました。しかし、国が新型コロナ対策の一環として、支払いを１年間（令和２年４月感染第 1 波の

経済対策）猶予していた税と、社会保険料の特例期限が切れ、中小企業・小規模事業者の支払が本格

的に始まりました。 

長期化するコロナ禍の影響を受け、大津市内の中小企業・小規模事業者の業況は依然厳しい状況

にあります。なかでも、固定資産税をはじめとした税金の納税は事業者にとって負担が重く、さらな

る資金繰りの悪化を招く恐れがあります。 

つきましては、法人県民税、事業税などを含む税金の納税に対する減免支援などの継続、ならびに

長期的な猶予措置を要望します。 

 

２．事業縮小や倒産の危機に瀕する観光関連事業者の事業継続に向けた施策について 

 観光関連産業は、土産品などの物販や食材の納入など、関係業種の裾野が広いため、事業縮小や倒

産は地域の雇用に多大な影響を及ぼします。なかでも飲食サービス業、宿泊業、旅客運送業などは、

従来から固定費負担の割合が大きく、売上減が利益減に直結する損益分岐点比率の高い業種であり、

コロナ禍による減収で大きな打撃を受けています。こうした状況が長引くことで、今後も休廃業・解

散や倒産の増加が懸念されます。旅行・観光需要の回復期に至るまで、中堅・中小企業における観光

関連産業への事業継続施策が必要です。 

つきましては、以下の３点について要望します。 
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①事業規模や影響度合いを配慮した支援金拡充などの支援強化について、国への働きかけ。 

②資金繰りに困窮する事業者に対し、既往債務の据置期間延長・返済猶予などの条件変更や、追加

融資・納税資金など融資制度の創設、納税猶予にかかる延滞税の免除などの支援。 

③事業者の固定費負担を軽減すべく、税や社会保険料の減免および、雇用調整助成金の特例措置

延長・国費による財源確保など、最大限の事業者支援について国への働きかけ。 

 

３．段階的な観光支援の展開について 

生活行動の自粛に伴い、旅行・観光行動は大きな影響を受けていますが、昨秋ＧｏＴｏトラベル事

業が需要喚起に大きな効果を持つことが実証されました。これを踏まえ、感染拡大が落ち着いてい

る地域において、自治体の判断による「県民割」のような需要喚起策に対する国の支援事業が施行さ

れ、滋賀県においても、県民の県内観光支援が実施されていました（当面の間中止）。 

つきましては、新型コロナが、感染者の漸増及び医療提供体制への負荷が蓄積する段階のステー

ジⅡ、もしくは感染者の散発的発生及び医療提供体制に特段の支障がない段階のステージⅠへと移

行し、感染者数に一定の落ち着きが見られた場合は、段階的にＧｏＴｏトラベル事業を再開すべく、

以下の４点について、国への働きかけを要望します。 

①全国一斉再開の前段階として、感染の状況を見つつ、例えばステージⅠ、またはⅡの地域間で実

施。その後、感染状況を見つつ、地方運輸局単位で実施するなどの検討。 

②事業実施期限の延長、割引率・補助額上限などの見直しを行い、旅行・観光需要の平準化を図る

観点からも段階的にＧｏＴｏトラベル事業の利用を促進し、新しい旅行の形態を実証できるよ

うにするなど、中期的な視野での需要回復を見据えた制度の見直し。 

③前回のＧｏＴｏトラベル事業のように、宿泊施設間での恩恵の格差が生じることがないよう、

事業内容について見直したうえでの再開検討。 

④人的交流が欠かせない地域における、ビジネスホテルなどの利活用を増やす方策。 

 

要望２ 新しい生活様式による社会の再生に向けた取組みについて[新規] 

１．飲食店認証制度（「みんなでつくる滋賀県安心・安全店舗認証制度」）の利用促進について 

 滋賀県では、令和３年５月に飲食店認証制度創設されました。飲食店の感染症予防対策を県が認

証することは、お客さまの安心・信頼を獲得に繋がり、持続可能な事業の継続に向けた有効な取組み

であると考えます。 

 つきましては、基礎自治体と連携し、取組みのＰＲ強化を行うとともに、好事例の紹介などによ

り、飲食店の早期認定に向けた取組みを要望します。 

 

２．アフターコロナに向けた対策の検討と準備について 

 これまでの経験から、人流抑制の撤廃や変異株の出現により新型コロナ感染者が増大してしまう

ことがわかっています。新しい社会の再生に向け、病床やスタッフの確保など医療体制の強化は継

続する必要があります。 

例えば、デンマークでは、デジタル先進国の情報インフラを活かした「コロナパス」が構築されて

おり、ワクチン接種済み、72 時間以内に受けたコロナ検査で陰性、陽性判定から 14～180 日以内の

いずれかであることを、医療ポータルのアプリで示す取組みが実施されています。 
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また、至るところでＰＣＲ検査が可能となっている、ワクチン接種のキャンセル待ちが毎日ネッ

ト予約でき、ワクチンを無駄なく接種できるなど、アフターコロナ体制が構築されており、新型コロ

ナ拡大前の日常を取り戻しつつあります。 

つきましては、新型コロナが終息するまでは、引き続き新型コロナワクチンの早期接種に向けた

促進、ならびに医療体制の強化に注力していただき、加えて、コロナ終息後における新しい生活様式

による社会の再生に向け、停滞している経済活動が再び循環するよう、アフターコロナ対策の検討

と準備について国への働きかけを要望します。 

 

要望３ 小規模事業対策予算の十分な措置について（継続） 

改正小規模支援法の施行（平成 24年）以降、増加している経営計画策定・実行に係る伴走型支援、

創業・事業承継支援、マル経融資などの金融支援、小規模事業者持続化補助金など販路開拓、生産性

向上・ＩＴ活用支援、働き方改革への対応など、国の新たな政策への対応により、商工会議所の経営

指導員など（補助対象職員）の役割が高度化し、業務量が増加しています。 

また、商工会議所は、新型コロナや大規模自然災害発生などの非常時には、経済活動維持に欠かせ

ないエッセンシャルワーカーとして、事業者の資金繰りを含めた各種経営相談に対応するとともに、

国・都道府県・基礎自治体からの様々な要請を受け、各種支援策の周知・活用支援を行うなど、商工

会議所はセーフティネット機能も果たしています。 

これらの対応を充実するためには、商工会議所経営支援体制の強化が必要です。 

つきましては、経営指導員などの安定的な確保・増員に向けた地方交付税（商工行政費）の拡充な

ど、体制強化に向けた措置を要望します。 

 

要望４ コンベンション誘致体制の構築や観光・ビジネス振興の役割・機能強化について 

（継続） 

 滋賀県は、日本のほぼ中心に位置し日本一の大きさを誇る琵琶湖を有する。また、世界文化遺産の

比叡山延暦寺や国宝の彦根城を代表とする、国宝・重要文化財の総数では全国４位のほか歴史的街

並みや豊かな自然と様々なアクティビティ体験が可能であります。 

しかし、これからも選ばれる観光地として、さらなる飛躍を目指すならば、滋賀の観光資源を活か

しながら、価値創造と新たな需要を喚起することが不可欠と考えます。そして、これらの実現が滋賀

県経済の活性化、将来起こりうる問題・課題の解決に繋がり経済の発展に不可欠なイノベーション

が生まれると考えます。 

そこで、先進地では都市の成長戦略を達成する手段の一つとしてＭＩＣＥを位置づけ、ＭＩＣＥ

開催を通じて地域産業の活性化や都市の競争力を高め、開催都市の国際的認知やブランド力向上に

成功しています。 

一方、滋賀県内においても、国際会議の誘致件数は限られているものの、関係機関が連携し、ＭＩ

ＣＥ誘致に関して一定の成果を上げています。今後も、ＭＩＣＥ誘致や、歴史的建造物や文化施設で

開催し、特別感や歴史的・地域的な特性を演出することができるユニークベニュー誘致の可能性が

残されています。 

令和 7 年の大阪・関西万博開催を好機と捉え、滋賀県や大津市、当初などの経済団体や観光事業

者は、令和３年５月、びわ湖岸に国際会議などを誘致する「びわ湖コンベンションストリート活性化
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協議会」を設立しました。 

 今後、大津港から大津湖岸なぎさ通りにかけて立地している既存の官・民のコンベンション施設

や、大津市内を中心とする県内宿泊施設の集積を活かし、有機的一体的に活用することを念頭に、令

和７年の「大阪・関西万博」や、令和４年５月の「ワールドマスターズゲームズ 関西」、さらには

令和７年の「第 79 回国民スポーツ大会および第 24 回全国障害者スポーツ大会」との連携により、

各種会議の誘致やビジネス誘客・観光振興を推進し、びわ湖を活かした特色あるツーリズムの提供

などにつなげるなど、観光振興による地域の賑わい創出などについて検討していきます。 

 つきましては、本協議会を通じて、経済団体など、業界団体、金融機関、民間事業者、大学が一体

となって、誘致体制の構築や観光・ビジネス振興の役割・機能強化について、連携を要望します。  

 

要望５ 美術・文化ゾーンの創出と周辺の歴史文化施設の連動について[新規] 

 令和３年６月に滋賀県立美術館リニューアルオープンします。美術館を含む一帯は、文化ゾーン

と呼ばれ、びわこ文化公園、滋賀県立図書館、滋賀県埋蔵文化財センター、茶室「夕照庵」などがあ

り、滋賀県ならではの観光資源として活用できます。 

つきましては、「創造（Ｃｒｅａｔｉｏｎ）」「問いかけ（Ａｓｋ）」「地域（Ｌｏｃａｌ）「学び（ Ｌ

ｅａｒｎｉｎｇ）」の４つ（ＣＡＬＬ）を軸にした滋賀県立美術館について、美の魅力、文化の力で、

滋賀をより元気にしていく滋賀県の取組みとして、大津市と連携したＰＲ強化を要望します。 

また、浜大津地域では、令和９年度の新築に向け琵琶湖文化館の整備が進められており、歴史・文

化、都市型観光発信エリアとして、期待されています。 

つきましては、滋賀県立美術館を含む文化ゾーンから、琵琶湖文化館までの一帯を滋賀県の美術・

文化ゾーンと位置付け、周辺の歴史文化財を観光資源として連動するなど、さまざまな観光プラン

の構築とＰＲを要望します。 

 

要望６ 観光資源発掘のための規制緩和について[新規] 

コロナ禍の影響で変化した人々のニーズを捉え、今後の観光資源として、「特定の人数でしか体験

できない」「特定の時間にしか体験できない」「他では味わえない」などの特別感のあるプランや大津

市ならではのコンテンツ造成など高付加価値化を進めていくことが求められます。 

令和３年度、当所が実施する地域活性化事業における企業の新たな取組みとして、「湖上タクシー

検討調査の実施と実験運航」について実施していきますが、現行の法律では船溜まりの自由使用、桟

橋の新設許可などに規制があります。 

つきましては、コンテンツの造成などデジタル技術の活用や、企業の新たな取組みや挑戦に対し、

規制緩和などの改善を要望します。 

また、滋賀県では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、売上の減少などの影響を受けている

飲食店などを支援する目的で、滋賀県キッチンカー事業者など応援プロジェクトとして、県庁前正

面玄関前駐車場敷地を利用したキッチンカーによる弁当販売を期間限定で実施しています。 

つきましては、滋賀県都市公園条例の規制緩和などにより、大津湖岸なぎさ公園周辺での営業許

可を容易にするなど、誰もが気軽に出店・販売できることによる、大津湖岸なぎさ公園周辺のにぎわ

い創出ついて要望します。 
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 要望７ 国・地方自治体のデジタルガバメントの早期実現にについて（継続） 

（１）「スマート自治体滋賀モデル研究会」によるデジタル化の推進について 

滋賀県と大津市をはじめとする基礎自治体３市は、行政サービスの改革により、県民などがワン

ストップで手続きを完結できる環境の創出に向け、令和元年７月に「スマート自治体滋賀モデル研

究会」を発足しました。令和２年度は、滋賀県と県内 14 市町が連携し、「(仮称)滋賀くらしの手続

ガイド」、および「汎用電子申請サービス」の調査研究事業を実施しておられます。 

しかしながら、補助金の申請などの事務手続きにおいて、滋賀県では押印不用として、ペーパレス

化が進んでいるものの、市町ではいまだに押印が必要なものがあり、また逆の事例もある状況です。 

つきましては、スマート自治体滋賀モデル研究会と連携し、ペーパレス化の促進をはじめとした、

行政サービスのデジタル化の推進に関する具体的な取組みについて、早急に進めることを要望しま

す。 

 

（２）産官学連携によるデジタルプラットフォーム構築について 

 滋賀県は、今年度ＤＸ技術の積極活用に向けて高い専門性を有する民間企業と市町・県内事業者

のマッチングプラットフォームとして「ＤＸ官民協創サロン」を開設予定です。 

つきましては、マッチングにとどまらず、産・官・学の連携による、オープンデータの有効活用と

新たなビジネモデルの創出や、民間企業と市町・県内事業者における情報共有の簡素化に向けた、デ

ジタルなプラットフォームの構築を要望します。 

 

（３）デジタル難民への取組みについて 

社会におけるデジタル化の目的は、国民全体の暮らしをより便利にすることにあり、デジタル機

器を使いこなせるかどうかで、格差を生むことがあってはなりません。 

コロナ禍の影響により、生産性向上や働き方改革に加えて、事業継続力強化の観点からも、中小企

業におけるデジタル化の重要性が急速に高まりました。 

一方で、デジタル実装ができない高齢小規模事業者などの存在があるのも現実です。当所では、補

助金など各種施策の説明支援を実施していますが、各種補助金、給付金の電子申請に関する代理申

請などの補助は行っておらず、対応に苦慮している状況です。 

総務省は、令和２年度「デジタル活用支援員」が高齢者らに、デジタル機器の操作や、行政などの

デジタルサービスの利用法を教える実証事業を全国１１か所で始めましたが、大津市は対象ではあ

りません。 

つきましては、県や国が主体となる施策の積極的有効活用や、県や基礎自治体主体によるサポー

ト体制の充実や強化を要望します。 

 

要望８ 次世代産業の集積やデジタル技術の活用によるイノベーション創出について（継続） 

ロボット・宇宙ビジネス・航空機をはじめとする次世代産業の集積が進展するなか、ＡＩ・ Ｉｏ

Ｔ・ビッグデータなどデジタル技術との相乗効果による、新たなイノベーション創出やプラットフ

ォーム構築が期待されています。  

また、急速なデジタル化の進展により、地元企業におけるデジタル人材の育成が急務となってい

ることから、ＡＩ人材やデータサイエンティストの育成は急務となっています。滋賀県内には滋賀
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大学、滋賀県立大学、立命館大学、龍谷大学など情報科学やデータサイエンスを研究する大学・大学

院が数多く集積しており、最先端のテクノロジーを活用して、自社や顧客に価値提供できるデジタ

ル人材が、県内で多数養成されています。 

デジタル人材の県内定着や、県外の大学・大学院から人材を呼び込むためには、企業と大学・大学

院が、情報科学やデータサイエンス分野を共同研究し、学生が企業の魅力を感じる機会を増やすな

どの取組みが必要です。 

つきましては、次世代産業分野における地元企業の参入や、新技術開発への支援を一層強化され

るとともに、デジタル技術を活用のうえ、新たな取組みに挑戦する企業に対し、助成措置など積極的

な支援策を講じることを要望します。 

また、デジタル人材の地域定着や、県外の大学・大学院から人材を呼び込むためのインターンシッ

プなどの事業者支援について、要望します。 

 

要望９ 企業誘致への環境整備について（継続） 

令和２年の滋賀県の県内工業立地動向調査結果では、工場または事業場を建設する目的で、令和

２年中に 1,000㎡以上の用地を取得したものは、県内では 19件あり、そのうち大津市内では３件で

した。平成 30年以降、企業誘致については増加傾向にあり、滋賀県の交通立地の利便性からも他府

県からの誘致が増えている状況です。 

 また、大津市内は東近江、湖北地域と比較して工業誘致可能な用地が小さいという課題があるも

のの、京都、大阪への交通利便性が魅力となっています。 

 つきましては、次世代産業の集積やデジタル技術の活用によるイノベーション企業を中心に次世

代産業の集積を進め、次世代産業分野における地元企業の参入や、新技術開発への支援強化を要望

します。加えて、デジタル技術を活用のうえ、新たな取組みに挑戦する企業に対し、助成措置など積

極的な支援策の創設を要望します。  

また、急速なデジタル化の進展により、地元企業におけるデジタル人材の育成が急務となってい

ることから、ＡＩ自体を進歩させる・具現化する・活用するＡＩ人材やデータサイエンティストの育

成を一層強化するよう、国への働きかけを要望します。 

 

要望１０ 脱炭素社会実現に向けた各種施策の推進について[新規] 

 近年、地球温暖化による深刻な環境問題への対策として、世界各国で温室効果ガスの削減に向け

た取組みが検討・実施されています。政府は、令和２年 10 月、「2050 年カーボンニュートラル、脱

炭素社会の実現を目指す」ことを宣言し、滋賀県においても、令和２年１月、“しがＣＯ２ネットゼ

ロ”ムーブメントキックオフが宣言されました。 

つきましては、家庭や企業などにおけるＣＯ２排出量を実質ゼロにすべく、以下の４点について

要望します。 

①太陽光、風力、バイオマスなど再生可能エネルギーの積極的な導入 

②新築住宅は、ＺＥＨ（年間のエネルギー収支がゼロ以下になる住宅）、新築の公共施設や業務ビ

ルは、ＺＥＢ（エネルギー消費量を軽減・効率化し、さらに創エネと両立することでエネルギー

収支のゼロを目指す建物）を実現。 

③自家用車・公用車を可能な限り電動車（ＥＶ／ＰＨＥＶ／ＦＣＶ）に置換え。 
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④再エネ熱など（地中熱やバイオマス、下水熱など）を利活用する検討。 

また、経産省では、「再エネ電力と電気自動車や燃料電池自動車などを活用したゼロカーボンライ

フ・ワークスタイル先行導入モデル事業」として、４月１日以降、車両と外部給電器・ Ｖ２Ｈ 充放

電設備と同時購入が要件なる電気自動車の補助金制度が設けられましたが、当初９月末までであっ

た申し込み締め切りが、申請が多かったことから５月末で受付終了となりました。 

つきましては、こうした電気自動車普及拡大にかかる補助金制度の拡充について、国への働きか

けを要望します。 

 

要望１１ 中小企業の人材確保などに向けた支援強化について（継続） 

新型コロナ拡大により、地方での就業意欲の向上が期待される一方、中小企業においては、採用イ

ベントの中止などにより採用活動に遅れが生じるなど、人材確保は依然として厳しい状況にありま

す。  

また、ブランド総合研究所による「地元愛が強い都道府県ランキング 2020」によると、滋賀県は

34位でした。さらに、就職情報会社マイナビが行った「2021年卒大学生Ｕターン・地元就職に関す

る調査」では、一番のネックになっているのが情報の少なさが課題としてあがり、交通費と移動時間

がかからないＷｅｂセミナーを積極的に取り入れるべきだとした意見が目立ちました。 

つきましては、地元愛育成に向けた地域ぐるみの取組みや、オンラインによる実際にＵターン就

職をした社会人から話を聞ける説明会や座談会の開催、オンラインを活用したマッチングイベント

を開催など、Ｕ・Ｉ・Ｊ ターンの推進や、外国人材の活用を図るため、首都圏や地方都市、海外に

向けた情報発信の強化を要望します。 

 

要望１２ 出生数の急減への対応について[新規] 

少子高齢化の問題は、地域社会での働き手不足という明確な形で、我々の事業活動に深刻な影響

を与える可能性があります。 

厚生労働省が公表した人口動態統計速報では、令和２年１月 12 月の出生数が、明治 32 年の調査

開始以来、過去最少を更新したと公表しました。大津市においても、令和２年の０歳から６歳児の人

口は、この数年で比較しても大幅に減少しており、コロナ禍が減少を加速させていると考えられま

す。 

国は若い世代の子育て支援策として、さまざまな助成施策を打ちだしています。また、自治体単位

でも、東京都では令和２年度までに出産した世帯に対し、子ども一人あたり 10万円程度の育児用品

やサービスを受け取れる支援策を講じています。 

つきましては、未来の働き手確保に向け、コロナ禍で加速する少子化対策について、県独自施策の

創設、ならびに国への働きかけを要望します。 

 

 

要望１３ デジタル教育の推進による教育、子育て支援のまちづくりについて（継続） 

政府は、令和３年度を教育のデジタル化の遅れを取り戻す年と位置付け、４月までに全国の大半

の小中学校で子ども一人に１台の学習用端末を配布することを目標としており、大津市でもハード

面の整備を前倒しで進めているところです。 
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新型コロナに限らず、自然災害による休校、インフルエンザの感染拡大による学級・学校閉鎖、そ

の他の理由で通学できない子どもたちの学びを止めないためには、リモート授業体制の早急な整備

が急務です。 

 滋賀県教育委員会は、ＧＩＧＡスクール構想による、１人１台端末の導入を受け、教員がＩＣＴ機

器を効果的に活用できるよう、授業での活用事例などを示した「ＩＣＴ活用ガイドブック」を作成し

ました。しかし、肝心の利用方法については教育現場に任されており、前例のないことに着手するこ

とで、一定の混乱や問題は生じることは容易に想像でき、各学校では運用面の差が生じていること

が予想されます。 

つきましては、大学生などの協力を得て、授業の予行演習の機会を設けるなど、小中学校で義務教

育を受ける子供たちに公平な教育を提供する観点から、教員のＩＴ教育に関するサポート体制つい

て、より一層の強化を要望します。 

また、滋賀県では、令和４年度入学の高校１年生（約１万人）から１人１台の端末環境を整える考

えで費用負担を検討し、卒業後も活用できるなどの理由で保護者負担と整理しました。     

整備方針については、全国４２自治体が「１人１台端末を整備目標」としているなか、１６自治体

が設置者負担と整理しています。義務教育とは異なり、教科書や制服なども自己負担であり、入学準

備などに費用が嵩みます。 

つきましては、高校生における端末環境整備に伴う助成金の創出について、国への働きかけを要

望します。 

また、小・中学生における市町を通じた環境整備の補助を要望します。 

 

要望１４ 感染症パンデミックを想定したＢＣＰ計画の策定、実施に対する施策について 

（継続） 

中小企業・小規模事業者は、地域に根ざした事業活動を行い、多くの雇用機会を提供するなど、地

域経済において、重要な役割を果たしています。 

しかしながら、近年自然災害の頻発化、また昨年来の新型コロナへの対応などにより、中小企業・

小規模事業者の事業活動の継続に支障をきたす事態が生じています。 

また、デジタル化の進展に伴い、サイバー攻撃によるシステム障害なども対策を講じる必要があ

るため、中小企業・小規模事業者をめぐる新時代に考慮すべきリスクを整理し、災害対応力を高める

必要があります。こうした課題へ対応すべく、大津市と当所が共同して行う、事業継続力強化支援計

画を策定しており、令和元年度に県の認定を受けています。 

また、滋賀県では、県内中小企業のＢＣＰ（事業継続計画）策定の推進に向け、新型コロナなどの

感染症拡大を想定し、かつ発生リスクの高い自然災害などのリスクにも備えるため、県の地理的特

徴や産業構造などを考慮した「滋賀県版ＢＣＰモデル」（ＢＣＰ策定のひな形）および「策定の手引

き」が作成されました。これらを活用することで、県内の中小企業、小規模事業者によるＢＣＰへの

取組みの第一歩となることが期待されています。しかしながら、令和２年５月に実施した帝国デー

タバンクの調査結果では、ＢＣＰを作成している小規模事業者は、は 7.9％で低位でした。ＢＣＰを

策定していない理由は、「策定に必要なスキル・ノウハウがない」が最も多い結果であり策定に難し

さを感じている企業が多いことが伺えます。 
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つきましては、中小企業・小規模事業者の事業継続におけるさまざまリスクを想定した、ＢＣＰ支

援計画策定に関する専門家の配置を要望します。 

特に小規模事業者においてはＢＣＰの認知度が低いことから、必要性などＰＲの強化を要望しま

す。 

 

要望１５ 副業、フリーランスなど消費税非課税事業者の事業者管理情報の共有化について 

[新規] 

令和５年５月から、消費税の仕入税額控除方式として、インボイス制度が導入されます。 

これに伴い、消費税の課税事業者はインボイス（適格請求書）を発行すべく、令和５年３月末まで

に登録申請を行い、適格請求書発行事業者になる必要があります。 

一方、副業の増加など働き方が多様化するなか、課税事業者登録されていない場合は、事業者情報

が管理されないことから、当所としても事業実態が把握できず、情報提供や、給付金・補助金の支援

の網から漏れることが懸念されます。 

つきましては、消費税非課税の個人事業者についても業者として把握できる制度の構築について、

国への働きかけを要望します。 

 

要望１６ 健康経営の優良企業へのインセンティブについて（継続） 

経済産業省は、メンタルヘルス対策や感染症予防などにより社員が健康に長く働けるようにし、

生産性向上につなげることを狙いとし、企業が社員の健康を維持する経営をしているかを偏差値の

ように数値化し、投資家向けに開示する取組みを始めます。 

健康経営は、従業員の健康増進を重視し、健康管理を経営課題として捉え、その実践を図ることで

従業員の健康の維持・増進と会社の生産性向上を目指す取組みであり、企業の活性化やイメージ・業

績を向上、高齢者の活躍推進にも大いに寄与する活動です。 

つきましては、ワークライフバランスの推進、食生活・運動増進といった生活改善の支援対策、メ

ンタルヘルス対策などの健康経営度の高い「健康経営優良法人」に対し、滋賀県制度融資を活用した

地域金融機関の低利融資や、自治体の公共調達における加点など、より一層高いインセンティブの

導入やそのＰＲなど、健康経営への意識向上に向け、基礎自治体と連携した施策を要望します。 

 

要望１７ 道路の整備並びに維持補修について [新規] 

滋賀県では、平成 25年に“2030年頃の滋賀の目指す交通の姿の展望”を目的とした「滋賀交通ビ

ジョン」が策定されており、そのなかで、交通政策の方向性のひとつとして、強くてしなやかな広域

交通ネットワークづくりがあげられています。 

近年の集中豪雨により全国的に通行止めが頻発していることから、災害などに対する強さと、輸

送障害時の対応力や優れた回復力に加え、しなやかさを備えた安定的な交通の広域的な連携に向け

た道路整備が必要です。 

また、国道 1 号バイパスなどの道路では、凹凸が整備されていない箇所が散見され、精密機械や

紙器（紙箱）などの輸送時に製品不良が発生し、不良品率が高くなるなど地域経済活力の阻害要因に

なっていることから、特に高度経済成長期に集中整備された道路については、総合的な維持補修を

着実に実施する必要があります。 
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つきましては、県道の維持補修について早急に調査、改築に取組まれるよう要望します。 

また、国に対し道路の維持補修について、強い働きかけを要望します。 

 

要望１８ 国道１号バイパス（大津～京都間）の整備計画の策定および整備促進について 

（継続） 

 わが国の三大都市圏を結ぶ主要幹線道路である国道１号バイパスは、沿線に日本屈指の企業のマ

ザー工場が多く立地する一方、滋賀・京都間においては、いまだに２車線の区間があり、交通の集

中による慢性的な渋滞により、社会経済活動が大きく阻害されています。 

大津市は、近畿・中部圏及び北陸圏の３圏域の中央に位置し、国土軸の基礎となる主要道路の交わ

る交通の要衝であり、社会経済活動と暮らしの安全のための最も基礎的、かつ重要な社会資本とし

て、日本の発展と安全を支えています。 

滋賀県内における国道１号バイパスについては、渋滞緩和を目的に「水口道路」や「栗東水口道

路」の道路整備が進んでおり、近い将来、「山手幹線（主要地方道大津能登川長浜線）」に接続される

予定です。また、京都市側では、第二京阪道路、阪神高速８号京都線、京都第二外環状道路、京都縦

貫自動車道が全線供用開始されたところです。 

このように、大津市域周辺の道路ネットワーク化が進められておりますが、特に大津市から京都

市山科区にかけて２車線区間では慢性的に渋滞が発生しており、過去には台風の影響で国道１号線

大津・京都間が分断される事態も発生したことから、大津・京都間における国道１号線の機能強化は

必要不可欠です。   

つきましては、歩行者の安全性向上はもとより、大津・京都都市圏の交通の円滑化、ひいては湖南

幹線への接続による県内交通の円滑化が期待できる国道１号バイパスの早期整備について、国への

強い働きかけを要望します。 

 

要望１９ 大津放水路第二期工区の早期着工について（継続） 

集中豪雨などによる浸水から家屋などを守るため計画された大津放水路は第一期工区（瀬田川合

流部～盛越川）が平成１７年６月に完成した後、第二期工区（盛越川～諸子川）については、未着工

のままとなっています。本年も、全国的に予測が困難なゲリラ豪雨が頻繁に発生し、河川の氾濫や局

地的な水没など、様々な被害がもたらされています。 

つきましては、県民が安心して暮らすことがきるよう、国に対し、第二期工区の早期着工に関する

働きかけを要望します。 

 

要望２０ 大戸川ダム周辺整備事業の促進について（継続） 

国土交通省近畿地方整備局は令和３年４月、大戸川ダム工事凍結解除を盛り込んだ淀川水系河川

整備計画変更案の最終案を公表しました。 

同ダム建設について滋賀県が専門家を交えて実施した勉強会を踏まえ、ダムが大戸川流域の水害

被害を一定軽減し、豪雨時の瀬田川洗堰（大津市）の全閉操作や制限放流の時間短縮に繋がるとの見

解も示されており、三日月知事も「大戸川ダムは必要であると考える。本体工事の早期整備を望む」

と発言されています。 
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つきましては、地域商工業者、地域住民が安心して暮らすことができるよう、大戸川流域における

洪水氾濫水害を軽減すべく、治水事業の促進について、国などの関係機関との調整を図っていただ

くよう要望します。 

 

 


